
令和５年度 大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金

申請書類及び添付書類を裏面住所へ郵送により提出（裏面参照）

最大
１００万円補助
(賃上げ達成した場合)

補助対象者

県内で活躍する外国人労働者等の
就労環境改善やコミュニケーションの

促進を支援します！

この事業は、県内の事業者が行う外国人労働者等の就労環境等の改善や、コミュニ
ケーション促進などの取組みに対し、その経費の一部を助成することにより、大分県
が外国人労働者に選ばれる地域となり、県内の事業者の生産性の維持・向上を図る
ことを目的としています。

募集期間

令和５年８月２１日(月)～令和５年９月２２日(金)１７時(必着)

①外国人労働者等を雇用する県内中小企業等
②県内に主たる事務所を有し、県内の事業所が受け入れている外国人
技能実習生の監理事業を当該事務所において行う監理団体

補助上限・補助率・補助対象経費

コース 補助上限 補助率 対象経費

通常 50万円
１／２以内

就労・居住環境整備及びコミュニ
ケーション促進のための経費賃金引上げ 100万円

①県内中小企業等 ※賃金引上げ要件については本補助金交付要綱参照

②監理団体

補助上限 補助率 対象経費

20万円 １／２以内 コミュニケーション促進のための経費

応募方法



事業の活用例

申請先・お問合せ先

〒８７０－００２６
大分市金池町３丁目１番６４号 大分県中小企業会館４階
大分県中小企業団体中央会
外国人労働者等就業環境等整備補助金申請窓口
ＴＥＬ：０９７－５３６－６３３１
＊９～１７時 ＊土日祝・年末年始を除く

就労・居住環境整備 コミュニケーション促進

・外国人労働者のための
就労環境・居住環境整備

・外国人労働者との
コミュニケーションの促進

食堂・寮等の改修

研修資料・マニュアル作成

翻訳機器の購入

日本語等の研修

申請様式等はこちらから➡https://otit-oita.com/
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